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令和 8年 4月 1日付　町職員の人事町職員の人事

【退職（再任⽤任期満了含む）】（令和 8 年３月 31 日付）

◆小海 忠徳 〔県からの派遣期間終了〕 （政策財政課）、

◆吉澤 祐一（産業振興課）、◆新谷 奈樹（産業振興課）、

◆宇津木　正浩 （教育委員会事務局）、◆栁澤 拓也 （教

育委員会事務局）

【新任】◆総務課 （2 人）、 ◆政策財政課 （1 人）、 ◆

長寿福祉課 〔地域包括ケアセンター〕 （1 人）、 ◆地域

創生環境課 （1 人）、

◆教育委員会事務局

（4 人）

■問合せ　役場総務

課

☎ 296-1214 精⼀杯がんばります精⼀杯がんばります

　町では、 次のとおり、 町職員の人事異動を行いました。

※ （ ） 内は前所属。 管理職及び退職 ・ 新任者のみ掲載

【課⻑】◆長寿福祉課 ： 小田 真吾 （上下水道課）、 ◆

地域創生環境課 〔埼玉西部環境保全組合へ派遣〕 ： 岡

田 庄一 （長寿福祉課）

【課⻑補佐】◆税務会計課：大木 知子、 ◆町民健康課：

石川 孝正 （税務会計課）、　◆長寿福祉課 〔地域包括ケ

アセンター〕：齋藤 芸路、◆地域創生環境課：高橋 基 （教

育委員会事務局）、　◆産業振興課 ： 中島 孝 （地域創生

環境課）、　◆まちづくり推進課 〔埼玉県都市計画課へ派

遣〕 ： 石井 孝樹 （上下水道課）、 ◆教育委員会事務局

〔幼稚園〕：坂元 正太、 ◆教育委員会事務局 （図書館）：

金卷 恵美

▲新規採用職員 （9 人）

鳩⼭町副町⻑に
吉
㕈㔗㔖㕏

澤 祐
㕆㔄㔂㔡

⼀⽒が就任
　藤野 敏副町長の退任に伴い、 吉澤

祐一氏が令和 8 年 3 月の定例議会で

選任することに同意され、 4 月 1 日付

で副町長に就任されました。

鳩⼭町教育⻑に
千
㔡 㔍 㕉

装 将
㔾 㔕 㔗

志⽒が就任
　宮崎 宣男教育長の退任に伴い、 千

装 将志氏が令和 8 年 3 月の定例議

会で選任することに同意され、 4 月 1

日付で教育長に就任されました。

町審議会等における⼥性登⽤に関する数値

◆町審議会等への⼥性委員の登⽤⽬標は 30％以上
　町では、 鳩山町男女共同参画計画に基づき、 町の審議

会や委員会等の委員への女性登用率 30％以上の維持

を目標に、 町の意思決定に男女が共に参画できる環境づ

くりを進めています。

　令和 7 年 4 月 1 日現在の、 町における法令または条例

により設置されている審議会等の委員への女性登用率は、

21.7％ （総委員数 309 人のうち、 女性が 67 人） でし

た。 男女が共に暮らしやすい社会を作っていくためには、

男性の意見と同様、 女性の意見もとても大切です。 今後

も、 女性の町政への参画を進め、 登用率を向上させるこ

とを目指していきます。

◆町の審議会や委員会等では・・・
　町の事務に係る審議や調査等において、 関係団体や学

識経験者、 一般町民が参加することで、 町民の意見を町

政に反映しています。 審議する内容は、 福祉、 教育、 環

境など町の政策全般にわたっています。

◆⼥性の意⾒を町政に活かしましょう
　女性の意見を町の施策に十分反映させるためには、 今

後も積極的に女性の登用を推進していかなければなりま

せん。 一般公募により選定される委員に積極的に応募す

るなど、 あなたの経験や知識をまちづくりに活かしてみま

せんか。

■問合せ 役場総務課　☎ 296-1214　

項　目 人数

男女数
男性 242 人
女性　67 人
　計 309 人

審議会等総数 28

うち女性を含む審議会等の数 20

男女共同参画社会の実現をめざして

女性の視点を活かしたまちづくりを女性の視点を活かしたまちづくりを

住宅用温暖化対策設備及び機器の設置者に住宅用温暖化対策設備及び機器の設置者に
補助金を交付します補助金を交付します

　鳩山町地球温暖化対策実行計画で目標に掲げる

2050 年までに、 二酸化炭素の排出量実質ゼロを実現

するため、 温暖化対策設備及び機器の設置を行う方に

対して、 購入費用の一部を補助します。 　　　　　

■具体的な設備及び機器
① 太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附

属設備 （太陽光発電設備）

② 太陽光発電設備と常時接続しており、 同設備が発電

する電気を充放電できる定置型蓄電池及びその附属

設備 （定置型蓄電設備）

③ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第 2 条第 1 項

に規定する住宅 （住宅）

④ 電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等

に充電する設備であり、 国のクリーンエネルギー自動

車の普及促進に向けた充電 ・ 充てんインフラ等導入促

進補助金の対象設備 （V2H 充放電設備）

⑤ ヒートポンプ式給湯器、 ガス温水機器、 石油温水機

器及びハイブリッド式給湯器 （高効率給湯設備）

⑥ ＬＥＤ電球及び LED シーリングライト並びにこれらの附

属設備 （LED 照明等）

■対象者
次のすべてに該当する方

① 対象となる設備等の設置または購入に着手し、 町が指

定した日までに実績報告書を提出できること。

② 実績報告書を提出する時点において、 町内に住所を

有する方。

③ 補助金の交付申請時において、 町税等を滞納してい

ないこと。

④ 本人及びその属する世帯に鳩山町暴力団排除条例に

規定する暴力団関係者がいないこと。

■補助要件・補助⾦額
　下記の要件を満たすものとし、 補助対象設備等ごとに

同一年度内 1 回限りとします。 詳しい補助要件や補助金

額については、 町ホームページをご確認ください。

①未使用品であること。

②リース品でないこと。

■問合せ 役場地域創生環境課　☎ 296-5894

クビアカツヤカミキリの駆除奨励品をクビアカツヤカミキリの駆除奨励品を
交付します交付します

　町内に生息する特定外来生物であるクビアカツヤカミ

キリによる樹木等の被害を防止するため、 駆除した方に

奨励品を交付します。 　　　　

■ 対象者　町内に居住し、 かつ、 自ら駆除した場合に限

ります。

■ 奨励品　駆除した成虫 10 匹につき、 500 円相当の

商品券を交付します。

※ 交付対象者一人につき、 同一年度に 5,000 円を限

度とします。

■ 申請⽅法　駆除した成虫を添えて、 申請書兼請求書を

提出してください。

■遵守事項
　次に掲げる事項を遵守してください。 　　　　　　　　　　　　

①土地所有者の許可なく、 私有地等に立ち入らないこと。

② 第三者が所有し、 または管理する樹木等に生息する

成虫を駆除しようとする場合には、 当該樹木等を傷つ

けないこと。

■問合せ 役場地域創生環境課　☎ 296-5894
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マイナンバーカード取得と電子証明書に関する手続き受付中！マイナンバーカード取得と電子証明書に関する手続き受付中！

　町では、 平日お勤め等により来庁できな

い方のために休日に臨時開庁し、 マイナンバーカー

ドや電子証明書に関する手続きを行っています。

　お手続きには事前予約が必要です。 ご希望の方

は、 臨時開庁予定日の 4 日前までに町民健康課へ

お電話で予約をお願いします。 ご予約の際には、 ご

希望の時間帯 （午前中のみ） とお手続き内容をお

伝えください。

　正面玄関が閉まっておりますので、 来庁時には職

員通用口 （正面玄関向かって右側） からお入りくだ

さい。

◆ 5 ⽉〜 7 ⽉ 休⽇臨時開庁⽇
■⽇時　5 月 16 日（土）、 6 月 14 日（日）、 7 月

11 日（土）午前９時～正午

■問合せ　役場町民健康課　☎ 296-5891

※ 予約があった日（予約のあった時間帯）のみ開庁

します。原則として、当日受付は行っておりません

ので、ご注意ください。

令和 8年経済センサス令和 8年経済センサス ‐‐活動調査が実施されます活動調査が実施されます

　令和8年6月1日を基準日として、「令和8年経済センサ

ス-活動調査」が実施されます。

　調査の結果は、各種行政施策の立案や民間企業におけ

る経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資

料として利活用されます。調査へのご協力をお願いしま

す。

■調査対象　全国のすべての事業所及び企業

■ 調査⽅法　4月中に「国から郵送」により調査票を配

布しますので、期限内にインターネット回答をお願いし

ます。5月から、調査員が活動状態を確認し、インター

ネット回答が確認できない事業所と新設事業所へ「調

査員の訪問」により調査票を配布しますので、期限内に

回答をお願いします。

■ 調査内容　「名称及び電話番号」、「所在地」などの基礎

項目及び「資本金等の額」、「売上（収入）金額」などの

経理項目

■その他
・ 回答いただいた内容は、「統計法」の規定により適正に

管理し、統計法に定められている利用目的以外に使用

することはありません。

・ 調査員は調査員証等を携帯しています。「経済センサ

ス-活動調査」をよそおった不審な訪問者や電話・電子

メールなどにご注意ください。

■問合せ 役場総務課　☎296-1214

本格的な夏が来る前に熱中症対策を！

「暑さに負けない体づくり」を始めましょう「暑さに負けない体づくり」を始めましょう

　熱中症は、 「環境」 「からだ」 「行動」 という 3 つの

要因が重なり、 体温調整がうまくいかずに体内に熱が

溜まることで発症します。

　主な要因として、 高温多湿や急な気温上昇といった

「環境」、体調不良や栄養状態などの 「からだ」 の条件、

そして激しい運動や長時間の屋外作業といった 「行動」

が挙げられます。 これらの重なりにより、 めまいや顔の

ほてり、 体のだるさ、 頭痛、 吐き気といった症状のほか、

重症化すると 「まっすぐ歩けない」 「呼びかけに反応し

ない」 といった深刻な事態を招く恐れがあります。

　特に体が暑さに慣れていない時期は、 熱中症のリス

クが一段と高まります。 そこで有効なのが、 本格的な

暑さを迎える前に体を暑さに慣れさせる「暑熱順化（しょ

ねつじゅんか）」 です。

　日常生活の中で、 ウォーキングなどの軽い運動を取り

入れたり、 湯船に浸かって入浴したりすることで、 意識

的に汗をかく機会を作りましょう。 個人差はありますが、

暑熱順化には数日から 2 週間程度かかるとされていま

す。

　「まだ本格的な夏ではないから」 と油断せず、 今から

余裕をもって暑さに備える体づくりを始め、 熱中症のリ

スクを減らしていきましょう。

■問合せ 町保健センター　☎ 296-2530

全国一斉情報伝達試験の実施に伴い全国一斉情報伝達試験の実施に伴い
防災行政無線の試験放送を行います防災行政無線の試験放送を行います

　全国瞬時警報システム （Ｊアラート） の全国一斉情報

伝達試験の実施に伴い、 右記の日程で、 町の防災行政

無線を用いた試験放送を行います。

■放送内容
　チャイムが鳴った後、 「これは、 Ｊアラートのテストです」

のアナウンスが３回流れます。 その後、 「こちらは、 ぼう

さいはとやまです」 のアナウンスが流れた後、 再びチャイ

ムが鳴ります。

※ 内容は異なる場合があります。 また、 気象 ・ 地震活動

の状況等によっては、 急きょ試験が中止となることもあ

ります。

■問合せ　役場総務課　☎ 296-1214

⽇付 時間 予備⽇

6 ⽉ 3 ⽇（⽔）

11 時頃

7 ⽉ 1 ⽇（⽔）

8 ⽉ 26 ⽇（⽔） 9 ⽉ 9 ⽇（⽔）

11 ⽉ 11 ⽇（⽔） 11 ⽉ 25 ⽇（⽔）

令和 9 年
2 ⽉ 3 ⽇（⽔）

令和 9 年
2 ⽉ 17 ⽇（⽔）

企業版ふるさと納税による寄附をいただきました企業版ふるさと納税による寄附をいただきました

　鳩山町の地方創生事業に対して、 企業版ふるさと

納税として寄附をいただきました。 あたたかいご寄

附、 誠にありがとうございました。

■企業名　株式会社 NEXT ONE

■ 所 在 地　 東京都渋谷区渋谷 3 丁目 3 番 5 号　

NBF 渋谷イースト　３F

■寄附をいただいた対象事業　就職支援

▲ 川上⼯業株式会社様ロゴマーク▲ 株式会社 NEXT ONE 様ロゴマーク

■企業名　川上工業株式会社

■所在地　埼玉県さいたま市桜区五関 822-6

■ 寄附をいただいた対象事業　英語教育 ・ 特色あ

る教育の推進

■寄附額　10 万円

■問合せ　役場政策財政課　☎ 296-1212

鳩山町公式インスタグラムを鳩山町公式インスタグラムを
ぜひご覧くださいぜひご覧ください

　鳩山町公式インスタグラムでは、

町の風景やイベント等、様々な写真

をアップロードしています。

町のおすすめスポットや桜の開花状

況なども掲載しています。ぜひアカウント（hatoyama_

offi cial）のフォローをお願いします。

■閲覧⽅法　インスタグラムアプリをイ

ンストールし、右記二次元コードを読み

取り閲覧してください。

■問合せ　役場政策財政課

☎ 296-1212


